
�愛媛県規則第１０号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように公布する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

省略 省略

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２～６ 省略

様式第１号（その２） 省略

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２～６ 省略

様式第１号（その２） 省略

第２条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１） 省略

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１） 省略
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様式第１号（その２）（個人用） 様式第１号（その２）（個人用）

省略 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成３１年１月１日から平成３１年１２

月３１日まで」と記載すること。

２～６ 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「平成２８年１月１日から平成２８年１２

月３１日まで」と記載すること。

２～６ 省略

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３２年１月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１１号
愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１２号
愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１～１７ 省略 １～１７ 省略

１８ 特例条例別

表５４の項第５

号に規定する

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律（昭

和４５年法律第

１３７号）の施行

のための規則

に基づく事務

であって規則

で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号。以下こ

の項において「規則」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 規則第４条の規定に基づく登録証明書

の再交付

に関する事

務

� 規則第５条の規定に基づく登録証明書

の返還 に関する

事務

１８ 特例条例別

表５４の項第４

号に規定する

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律（昭

和４５年法律第

１３７号）の施行

のための規則

に基づく事務

であって規則

で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号。以下こ

の項において「規則」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 規則第４条の規定に基づく登録証明書

の再交付の申請の受理及び当該申請に係

る申請書の知事への送付に関する事務並

びに同条の登録証明書の交付に関する事

務

� 規則第５条の規定に基づく登録証明書

の返還の受付及び知事への送付に関する

事務

１９・２０ 省略 １９・２０ 省略
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（定義）

第２条 この規則において「大学」とは、条例第３条に規定する大

学をいう。

２ この規則において「医学生」とは、大学の医学を履修する課程

に在学する者をいう。

３ この規則において「初期臨床研修」とは、医師法（昭和２３年法

律第２０１号）第１６条の２第１項の規定による臨床研修をいう。

４ この規則において「後期臨床研修」とは、初期臨床研修の修了

後に行う専門的な臨床研修等（３年を超えない範囲で知事が認め

るものに限る。）をいう。

（知事が指定する医療機関等）

第３条 知事は、次に掲げる県内の医療機関等のうちから、条例第

１条の目的を達成するため、条例第３条 に規定する医療機関

等として指定することができる。

�～� 省略

（奨学金の貸与者）

第４条 条例第３条 の規則で定める者は、次に掲げる期間の

うち連続する２年間、３年間又は４年間（大学卒業から医師の免

許を取得するまでの期間を除く。）を通じて地域医療医師確保短

期奨学金（以下「奨学金 」という。）の貸与を受けよう

とする者とする。

�・� 省略

� 後期臨床研修の修了後に行う専門的な臨床研修等（３年を超

えない範囲で知事が認めるものに限る。以下「後期臨床研修」

という。）を県内の医療機関等において受けている期間

（奨学金の金額）

第５条 奨学金の金額は、月額１０万円とする。

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、第９条第２項の規定により知事

が奨学金の貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要

と認める場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）か

ら２年、３年又は４年を経過する月（後期臨床研修を受けない者

で貸与の期間中に初期臨床研修を修了する日が到来する場合にあ

っては当該初期臨床研修を修了する日の属する月、後期臨床研修

を受ける者で貸与の期間中に後期臨床研修を修了する日が到来す

る場合にあっては当該後期臨床研修を修了する日の属する月）ま

でとする。

（定義）

第２条 この規則において「大学」、「医学生」又は「初期臨床研

修」とは、それぞれ条例第３条第１号に規定する大学、医学生又

は初期臨床研修をいう。

（知事が指定する医療機関等）

第３条 知事は、次に掲げる県内の医療機関等のうちから、条例第

１条の目的を達成するため、条例第３条各号に規定する医療機関

等として指定することができる。

�～� 省略

（奨学金の貸与者）

第４条 条例第３条第１号の規則で定める者は、次に掲げる期間を

通じてへき地医療医師確保奨学金（以下「へき地医療奨学金」と

いう。）の貸与を受けようとする者とする。

� 大学の医学を履修する課程における第３年次以上から当該大

学を卒業するまでの正規の修業期間

� 初期臨床研修を受けている期間（２年を限度とする。）

２ 条例第３条第２号の規則で定める者は、次に掲げる期間の

うち連続する２年間、３年間又は４年間（大学卒業から医師の免

許を取得するまでの期間を除く。）を通じて地域医療医師確保短

期奨学金（以下「地域医療奨学金」という。）の貸与を受けよう

とする者とする。

�・� 省略

� 初期臨床研修の修了後に行う専門的な臨床研修等（３年を超

えない範囲で知事が認めるものに限る。以下「後期臨床研修」

という。）を県内の医療機関等において受けている期間

（奨学金の金額）

第５条 奨学金の金額は、次の各号に掲げる奨学金の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。

� へき地医療奨学金 大学在学期間中にあっては月額１０万円、

初期臨床研修期間中にあっては月額４万円

� 地域医療奨学金 月額１０万円

（奨学金の貸与の期間及び方法）

第６条 奨学金を貸与する期間は、次の各号に掲げる奨学金の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

� へき地医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金

の貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認め

る場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から初

期臨床研修を修了する日の属する月まで

� 地域医療奨学金 第９条第２項の規定により知事が奨学金の

貸与の適否を決定した日の属する月（知事が特に必要と認める

場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の４月）から２

年、３年又は４年を経過する月（後期臨床研修を受けない者で

貸与の期間中に初期臨床研修を修了する日が到来する場合にあ

っては当該初期臨床研修を修了する日の属する月、後期臨床研

修を受ける者で貸与の期間中に後期臨床研修を修了する日が到

来する場合にあっては当該後期臨床研修を修了する日の属する

月）まで
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２ 省略

（貸与の申請）

第７条 奨学金の貸与を受けようとする者は、へき地医療奨学金に

あってはへき地医療医師確保奨学金貸与申請書（様式第１号）

に、地域医療奨学金にあっては地域医療医師確保短期奨学金貸与

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しな

ければならない。

� 身上調書（様式第２号）

� 省略

� 医学生にあっては大学又は学部の長の推薦書（医学生用）

（様式第３号）、初期臨床研修又は後期臨床研修を受けている

者にあっては研修を受ける医療機関等の長の推薦書（研修医

用）（様式第４号）

�～� 省略

２ 省略

（貸与の取消し及び休止）

第１０条 知事は、奨学金 の貸与を受けた者（以下「被貸与

者」という。）が次の各号のいずれかに該当することとなったと

きは、奨学金 の貸与を取り消すものとする。

�～� 省略

� 奨学金 の貸与を受けることを辞退したとき。

� 省略

� 第４条各号 に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条各号 に掲げる期間が満了するまでに奨学

金 の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認め

られるとき。

２ 省略

（貸与の申請）

第７条 奨学金の貸与を受けようとする者は、へき地医療奨学金に

あってはへき地医療医師確保奨学金貸与申請書（様式第１号）

に、地域医療奨学金にあっては地域医療医師確保短期奨学金貸与

申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しな

ければならない。

� 身上調書（様式第３号）

� 省略

� 医学生にあっては大学又は学部の長の推薦書（医学生用）

（様式第４号）、初期臨床研修又は後期臨床研修を受けている

者にあっては研修を受ける医療機関等の長の推薦書（研修医

用）（様式第５号）

�～� 省略

２ 省略

（貸与の取消し及び休止）

第１０条 知事は、へき地医療奨学金の貸与を受けた者が次の各号の

いずれかに該当することとなったときは、へき地医療奨学金の貸

与を取り消すものとする。

� 大学の課程を退学し、又は初期臨床研修を中止したとき。

� 正当な理由がなく、大学卒業後２年以内に医師の免許を取得

しなかったとき。

� 正当な理由がなく、医師免許を取得後、直ちに初期臨床研修

を開始しないとき。

� へき地医療奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

� 心身の故障のため、大学の課程の履修又は初期臨床研修を継

続する見込みがなくなったと認められるとき。

� 第４条第１項各号に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条第１項各号に掲げる期間が満了するまでにへき

地医療奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認

められるとき。

２ 知事は、地域医療奨学金の貸与を受けた者

が次の各号のいずれかに該当することとなったと

きは、地域医療奨学金の貸与を取り消すものとする。

�～� 省略

� 地域医療奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

� 省略

� 第４条第２項各号に掲げる期間が満了するまでに死亡したと

き。

� その他第４条第２項各号に掲げる期間が満了するまでに地域

医療奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認め

られるとき。

３ 知事は、へき地医療奨学金の貸与を受けた者が大学の課程を休

学し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修を中断した

ときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は初期臨床研

修を中断した日の属する月の翌月分から復学し、又は初期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、へき地医療奨学金の貸

与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分と

して既に貸与されたへき地医療奨学金があるときは、そのへき地

医療奨学金は、当該へき地医療奨学金の貸与を受けた者が復学

し、又は初期臨床研修を再開した日の属する月の翌月以後の分と

して貸与されたものとみなす。
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２ 知事は、被貸与者 が大学の課程を休学

し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修若しくは後期

臨床研修を中断したときは、休学し、若しくは停学の処分を受け

た日又は初期臨床研修若しくは後期臨床研修を中断した日の属す

る月の翌月分から復学し、又は初期臨床研修若しくは後期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、奨学金 の貸与

を休止するものとする。この場合において、これらの月の分とし

て既に貸与された奨学金 があるときは、その奨学金

は、当該被貸与者 が復学し、又は初

期臨床研修若しくは後期臨床研修を再開した日の属する月の翌月

以後の分として貸与されたものとみなす。

（借用証書の提出）

第１１条 被貸与者（

被貸与者が死亡したときは、その保

証人）は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ち

に貸与を受けた奨学金の全額について、保証人と連署した借用証

書（様式第５号）に奨学金の貸与の日及び額が確認できる書類並

びに保証人の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 省略

� 前条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消さ

れたとき。

（後期臨床研修の承認）

第１２条 被貸与者は、後期臨床研修を受けようとするときは、当該

研修の開始の３月前までに後期臨床研修計画書（様式第６号）に

当該医療機関等の開設者又は管理者の承諾書を添えて、知事に提

出し、その承認を受けなければならない。

（返還の免除の申請等）

第１３条 条例第５条又は第６条の規定により奨学金の返還の支払の

全部又は一部の免除を受けようとする者は、地域医療医師確保短

期奨学金返還免除申請書（様式第７号

）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 条例第５条第１号に規定する業務（以下「業務」という。）

に従事した期間がある場合は、業務従事証明書（様式第８号）

� 省略

２ 省略

（返還）

第１５条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与

を受けた奨学金の額に、貸与を受けた日の翌日から返還の日まで

の日数に応じ、当該貸与を受けた奨学金の額につき年１０パーセン

トの割合で計算した利息を加えた額を知事の定める日（次項にお

いて「返還期日」という。）までに一括して返還しなければなら

ない。

� 第１０条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消

されたとき。

� 省略

� 死亡したとき（第１０条第１項第６号及び同条第２項第６号の

場合を除く。）。

�・� 省略

２ 省略

（返還の猶予）

第１６条 省略

４ 知事は、地域医療奨学金の貸与を受けた者が大学の課程を休学

し、若しくは停学の処分を受け、又は初期臨床研修若しくは後期

臨床研修を中断したときは、休学し、若しくは停学の処分を受け

た日又は初期臨床研修若しくは後期臨床研修を中断した日の属す

る月の翌月分から復学し、又は初期臨床研修若しくは後期臨床研

修を再開した日の属する月の分までの間、地域医療奨学金の貸与

を休止するものとする。この場合において、これらの月の分とし

て既に貸与された地域医療奨学金があるときは、その地域医療奨

学金は、当該地域医療奨学金の貸与を受けた者が復学し、又は初

期臨床研修若しくは後期臨床研修を再開した日の属する月の翌月

以後の分として貸与されたものとみなす。

（借用証書の提出）

第１１条 へき地医療奨学金又は地域医療奨学金の貸与を受けた者

（以下「被貸与者」という。被貸与者が死亡したときは、その保

証人）は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ち

に貸与を受けた奨学金の全額について、保証人と連署した借用証

書（様式第６号）に奨学金の貸与の日及び額が確認できる書類並

びに保証人の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 省略

� 前条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消さ

れたとき。

（後期臨床研修の承認）

第１２条 被貸与者は、後期臨床研修を受けようとするときは、当該

研修の開始の３月前までに後期臨床研修計画書（様式第７号）に

当該医療機関等の開設者又は管理者の承諾書を添えて、知事に提

出し、その承認を受けなければならない。

（返還の免除の申請等）

第１３条 条例第５条又は第６条の規定により奨学金の返還の支払の

全部又は一部の免除を受けようとする者は、へき地医療医師確保

奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）返還免除申請書（様式第

８号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。

� 条例第５条第１号に規定する業務（以下「業務」という。）

に従事した期間がある場合は、業務従事証明書（様式第９号）

� 省略

２ 省略

（返還）

第１５条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与

を受けた奨学金の額に、貸与を受けた日の翌日から返還の日まで

の日数に応じ、当該貸与を受けた奨学金の額につき年１０パーセン

トの割合で計算した利息を加えた額を知事の定める日（次項にお

いて「返還期日」という。）までに一括して返還しなければなら

ない。

� 第１０条第１項又は第２項の規定により奨学金の貸与を取り消

されたとき。

� 省略

� 死亡したとき（第１０条第１項第６号及び同条第２項第６号の

場合を除く。）。

�・� 省略

２ 省略

（返還の猶予）

第１６条 省略
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２ 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、地域医療

医師確保短期奨学金返還猶予申請書（様式第９号

）に、同項に規定する理由を証する書類を添え

て、知事に提出しなければならない。

３ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第１０号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 条例第３条 の規定により知事が指定する医療機関等を退

職したとき。

� 条例第３条 の規定により知事が指定する医療機関等の医

師としての業務に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

�・� 省略

� 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第７条第２項の規定による

処分を受けたとき。

� 省略

（死亡の届出）

第１８条 被貸与者が死亡したときは、その者の遺族又は保証人は、

被貸与者死亡届出書（様式第１１号）に死亡を証する戸籍抄本若し

くは戸籍に記載した事項に関する証明書又は死亡診断書を添え

て、知事に提出しなければならない。

（保証人の変更）

第１９条 被貸与者は、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手

続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき

は、保証人変更届出書（様式第１２号）に新たに保証人となる者の

印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

様式第１号を削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、へき地医

療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）返還猶予申請

書（様式第１０号）に、同項に規定する理由を証する書類を添え

て、知事に提出しなければならない。

３ 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第１１号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

� 条例第３条各号の規定により知事が指定する医療機関等を退

職したとき。

� 条例第３条各号の規定により知事が指定する医療機関等の医

師としての業務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

�・� 省略

� 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第７条第２項の規定による

処分を受けたとき。

� 省略

（死亡の届出）

第１８条 被貸与者が死亡したときは、その者の遺族又は保証人は、

被貸与者死亡届出書（様式第１２号）に死亡を証する戸籍抄本若し

くは戸籍に記載した事項に関する証明書又は死亡診断書を添え

て、知事に提出しなければならない。

（保証人の変更）

第１９条 被貸与者は、保証人が死亡したとき、又は保証人に破産手

続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき

は、保証人変更届出書（様式第１３号）に新たに保証人となる者の

印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第７条関係） 地域医療医師確保短期奨学金貸与申請

書

様式第２号（第７条関係） 地域医療医師確保短期奨学金貸与申請

書

省略

なお、貸与を受けることとなったときは、愛媛県医師確保

奨学基金条例（平成１８年愛媛県条例第１５号）及び愛媛県医師

確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の

規定を遵守し、将来、同条例第３条 の規定により知事

が指定する医療機関等において医師としての業務に従事しま

す。

省略

省略

なお、貸与を受けることとなったときは、愛媛県医師確保

奨学基金条例（平成１８年愛媛県条例第１５号）及び愛媛県医師

確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の

規定を遵守し、将来、同条例第３条第２号の規定により知事

が指定する医療機関等において医師としての業務に従事しま

す。

省略

省略 省略

省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

	 身上調書（様式第２号）

省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

	 身上調書（様式第３号）
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� 医学生にあっては大学又は学部の長の推薦書（医学生

用）（様式第３号）、初期臨床研修又は後期臨床研修を

受けている者にあっては研修を受ける医療機関等の長の

推薦書（研修医用）（様式第４号）

�～� 省略

様式第２号（第７条、様式第１号 関係） 省略

様式第３号（第７条、様式第１号 関係） 推薦書（医

学生用）

� 医学生にあっては大学又は学部の長の推薦書（医学生

用）（様式第４号）、初期臨床研修又は後期臨床研修を

受けている者にあっては研修を受ける医療機関等の長の

推薦書（研修医用）（様式第５号）

�～� 省略

様式第３号（第７条、様式第１号、様式第２号関係） 省略

様式第４号（第７条、様式第１号、様式第２号関係） 推薦書（医

学生用）

省略 省略

上記の者は、地域医療医師確保短期奨学金貸与者

として適当と認められますので推薦を

します。

省略

上記の者は、へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師確

保短期奨学金）貸与者として適当と認められますので推薦を

します。

省略

注 省略

様式第４号（第７条、様式第１号関係） 省略

様式第５号（第１１条関係） 借用証書

注１ 省略

２ 不要の文字は、抹消すること。

様式第５号（第７条、様式第２号関係） 省略

様式第６号（第１１条関係） 借用証書

省略

保証人は、本人と連帯して、本人が貸与を受けた地域医療

医師確保短期奨学金 の返還の

債務を負担します。

省略

保証人は、本人と連帯して、本人が貸与を受けたへき地医

療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学金）の返還の

債務を負担します。

注１・２ 省略

３ 省略

様式第６号 省略

様式第７号（第１３条関係） 地域医療医師確保短期奨学金返還免除

申請書

注１・２ 省略

３ 不要の文字は、抹消すること。

４ 省略

様式第７号 省略

様式第８号（第１３条関係） へき地医療医師確保奨学金（地域医療

医師確保短期奨学金）返還免除申請書

地域医療医師確保短期奨学金返還免除申請書

省略

へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保

短期奨学金）返還免除申請書

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 業務に従事した期間がある場合にあっては、業務従事

証明書（様式第８号）

� 省略

様式第８号（第１３条関係、様式第７号関係） 省略

様式第９号（第１６条関係） 地域医療医師確保短期奨学金返還猶予

申請書

注１ 省略

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 業務に従事した期間がある場合にあっては、業務従事

証明書（様式第９号）

� 省略

様式第９号（第１３条関係、様式第８号関係） 省略

様式第１０号（第１６条関係） へき地医療医師確保奨学金（地域医療

医師確保短期奨学金）返還猶予申請書

地域医療医師確保短期奨学金返還猶予申請書

省略

へき地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保

短期奨学金）返還猶予申請書

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号（第１９条関係） 保証人変更届出書

注１ 省略

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号 省略

様式第１３号（第１９条関係） 保証人変更届出書
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則様式第２号の規定による書類は、改正後の愛媛県

医師確保奨学基金条例施行規則様式第１号の規定による書類とみなす。

��������������
�愛媛県規則第１３号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１４号
愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

省略 省略

新連

帯保

証人

省略 新連

帯保

証人

省略

届出者の貸付決定番号 年度第 号に係る地域

医療医師確保短期奨学金

については、本人と連帯して返還の債務を負担し

ます。

届出者の貸付決定番号 年度第 号に係るへき

地医療医師確保奨学金（地域医療医師確保短期奨学

金）については、本人と連帯して返還の債務を負担し

ます。

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

注１ 省略

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第６号（第８条関係） 身分証明書

（表） 省略

（裏）

様式第６号（第８条関係） 身分証明書

（表） 省略

（裏）

省略

（報告の徴収等）

第１９条 都道府県知事（指定都市等所在施設である 幼保

連携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）

については、当該指定都市等の長。第２８条から第３０条まで

並びに第３４条第３項及び第９項を除き、以下同じ。）は、

この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保

連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要

と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対し

て質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。

２・３ 省略

省略

（報告の徴収等）

第１９条 都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保

連携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）

については、当該指定都市等の長。第２８条から第３０条まで

並びに第３４条第３項及び第９項を除き、以下同じ。）は、

この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保

連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要

と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対し

て質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書

類その他の物件を検査させることができる。

２・３ 省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外２
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愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（児童の遊びを指導する者）

第１３条 条例第５４条第２項第６号の規則で定める者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。

� 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学をい

う。第４号及び第２３条第３号を除き、以下同じ。）において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学

の前期課程を修了した者を含む。）

�～� 省略

（児童自立支援専門員の資格）

第２３条 条例第１０２条第５号の規則で定める基準は、次の各号のい

ずれかに該当することとする。

� 大学（短期大学を除く。以下この号において同じ。）におい

て社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科

若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は大学

において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育

法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者

であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条

に掲げる期間の合計が２年以上であるもの

�～� 省略

（児童の遊びを指導する者）

第１３条 条例第５４条第２項第６号の規則で定める者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。

� 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学をい

う。第４号及び第２３条第３号を除き、以下同じ。）において、

社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学

の前期課程を修了した者を含む。）

�～� 省略

（児童自立支援専門員の資格）

第２３条 条例第１０２条第５号の規則で定める基準は、次の各号のい

ずれかに該当することとする。

� 大学の学部 におい

て社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科

若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は大学の

学部において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育

法第１０２条第２項の規定により大学院への入学を認められた者

であって、１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条

に掲げる期間の合計が２年以上であるもの

�～� 省略

附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１５号
愛媛県県立高等技術専門校運営規則及び愛媛県職業訓練生の災害見舞金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立高等技術専門校運営規則及び愛媛県職業訓練生の災害見舞金の支給等に関する規則の一部を改正する規則

（愛媛県県立高等技術専門校運営規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立高等技術専門校運営規則（昭和３３年愛媛県規則第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県立産業技術専門校運営規則

（職業訓練の種類等）

第１条 愛媛県立産業技術専門校（以下「専門校」という。）の職

業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練定員及び訓練期間は、そ

れぞれ別表のとおりとする。

２ 省略

（普通課程の訓練基準）

第２条 愛媛県県立産業技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７

号。以下「条例」という。）第４条第１項第４号の規則で定める

基準は、次に掲げるものとする。

�～� 省略

別表（第１条関係）

愛媛県県立高等技術専門校運営規則

（職業訓練の種類等）

第１条 愛媛県立高等技術専門校（以下「専門校」という。）の職

業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練定員及び訓練期間は、そ

れぞれ別表のとおりとする。

２ 省略

（普通課程の訓練基準）

第２条 愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７

号。以下「条例」という。）第４条第１項第４号の規則で定める

基準は、次に掲げるものとする。

�～� 省略

別表（第１条関係）

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外２
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（愛媛県職業訓練生の災害見舞金の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県職業訓練生の災害見舞金の支給等に関する規則（昭和４２年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則で「公共職業能力開発施設」とは、愛媛県立産業

技術専門校又はこれらの委託を受けて職業訓練を行う施設をい

う。

２～４ 省略

（受給者）

第５条 災害見舞金（打切見舞金及び死亡見舞金は除く。以下この

条において同じ。）は、職業訓練上又は通所途上負傷し、又は疾

病にかかつた訓練生（災害見舞金の支給を受けている訓練生が療

養の中途において職業訓練を修了したとき、若しくは愛媛県立産

業技術専門校を退校したとき、又は当該訓練生に係る職業訓練の

委託契約が解除され当該職業訓練を受けないこととなつたときに

おいて、災害見舞金の支給を要する事由が存続する間は、当該者

をこの規則に係る訓練生とみなす。以下同じ。）に支給する。

（定義）

第２条 この規則で「公共職業能力開発施設」とは、愛媛県立高等

技術専門校又はこれらの委託を受けて職業訓練を行う施設をい

う。

２～４ 省略

（受給者）

第５条 災害見舞金（打切見舞金及び死亡見舞金は除く。以下この

条において同じ。）は、職業訓練上又は通所途上負傷し、又は疾

病にかかつた訓練生（災害見舞金の支給を受けている訓練生が療

養の中途において職業訓練を修了したとき、若しくは愛媛県立高

等技術専門校を退校したとき、又は当該訓練生に係る職業訓練の

委託契約が解除され当該職業訓練を受けないこととなつたときに

おいて、災害見舞金の支給を要する事由が存続する間は、当該者

をこの規則に係る訓練生とみなす。以下同じ。）に支給する。

名 称
職業訓練

の種類

訓練

課程
訓練科

訓練

定員

訓練

期間
名 称

職業訓練

の種類

訓練

課程
訓練科

訓練

定員

訓練

期間

愛媛県立新居浜産

業技術専門校

省略 愛媛県立新居浜高

等技術専門校

省略

愛媛県立愛媛中央

産業技術専門校

省略 愛媛県立今治高等

技術専門校

省略

愛媛県立松山高等

技術専門校

普通職業

訓練

普通

課程
総合建築科 １５人 １年

短期

課程

販売実務科 ２０人 ６月

ＯＡ実務科 １０人 １年

愛媛県立宇和島産

業技術専門校

省略 愛媛県立宇和島高

等技術専門校

省略

様式第１号（第４条関係） 入校願書 様式第１号（第４条関係） 入校願書

省略

愛媛県立 産業技術専門校長 様

省略

愛媛県立 高等技術専門校長 様

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注 省略

様式第２号（第６条関係） 誓約書

注 省略

様式第２号（第６条関係） 誓約書

省略

愛媛県立 産業技術専門校長 様

省略

省略

愛媛県立 高等技術専門校長 様

省略

様式第３号（第７条関係） 修了証書 様式第３号（第７条関係） 修了証書

省略

愛媛県立 産業技術専門校長

省略

省略

愛媛県立 高等技術専門校長

省略

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外２
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に第１条の規定による改正前の愛媛県県立高等技術専門校運営規則別表の規定による愛媛県立新居浜高等技術専

門校メカトロニクス科、同校自動車整備科、同校メタル技術科、愛媛県立今治高等技術専門校今治タオルものづくり科、同校服飾モード

科及び同校設備エンジニア科（以下「旧訓練科」という。）に在籍している者は、それぞれ同条の規定による改正後の愛媛県県立産業技

術専門校運営規則別表の規定による愛媛県立新居浜産業技術専門校メカトロニクス科、同校自動車整備科、同校メタル技術科、愛媛県立

愛媛中央産業技術専門校今治タオルものづくり科、同校服飾モード科及び同校設備エンジニア科（以下「新訓練科」という。）に在籍し

ている者となるものとする。この場合において、旧訓練科における訓練期間は、新訓練科の訓練期間の一部とみなす。

３ この規則の施行前に、次の表の左欄に掲げる者に対して行われた許可その他の処分又は同欄に掲げる者が行った許可その他の行為は、

それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して行われた許可その他の処分又は同欄に掲げる者が行った許可その他の行為とみなす。

愛媛県立新居浜高等技術専門校長 愛媛県立新居浜産業技術専門校長

愛媛県立今治高等技術専門校長 愛媛県立愛媛中央産業技術専門校長

愛媛県立松山高等技術専門校長 愛媛県立愛媛中央産業技術専門校長

愛媛県立宇和島高等技術専門校長 愛媛県立宇和島産業技術専門校長

��������������
�愛媛県規則第１６号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料の減免）

第２条 省略

２ 省略

３ 国（法令の規定により国の行政機関とみなされ、土地収用法

（昭和２６年法律第２１９号）第１２５条第１項ただし書（同法第１３８条

第１項において準用する場合を含む。）の規定が準用される法人

を含む。）に対する条例別表５の表５５の項から６１の項まで（５６の

項を除く。）及び１０１の１５の項に掲げる事務については、これら

の項に掲げる手数料を免除する。

４・５ 省略

（手数料の減免）

第２条 省略

２ 省略

３ 国（法令の規定により国の行政機関とみなされ、土地収用法

（昭和２６年法律第２１９号）第１２５条第１項ただし書（同法第１３８条

第１項において準用する場合を含む。）の規定が準用される法人

を含む。）に対する条例別表５の表５５の項から６１の項まで（５６の

項を除く。）及び１０１の１５の項に掲げる事務については、これら

の項に掲げる手数料を免除する。

４・５ 省略

附 則

この規則は、平成３１年６月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第１７号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外２

１１



改 正 後 改 正 前

（手数料の減免）

第２条 次に掲げる建築物等に係る条例別表５の表８の項から４６の

６の項まで（８の２の項を除く。）に掲げる手数料の金額は、こ

れらの項の規定にかかわらず、これらの項に規定する金額の２分

の１とする。

�～� 省略

２ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）を発動した区域内におい

て、災害による滅失又は損壊のため当該災害の発生した日から６

月以内に建築、大規模の修繕、大規模の模様替え、設置又は築造

をする建築物等に係る条例別表５の表８の項から４６の６の項まで

（８の２の項、４６の４の項及び４６の５の項を除く。）に掲げる事

務については、これらの項に掲げる手数料を免除する。

３～５ 省略

（手数料の減免）

第２条 次に掲げる建築物等に係る条例別表５の表８の項から４６の

４の項まで（８の２の項を除く。）に掲げる手数料の金額は、こ

れらの項の規定にかかわらず、これらの項に規定する金額の２分

の１とする。

�～� 省略

２ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）を発動した区域内におい

て、災害による滅失又は損壊のため当該災害の発生した日から６

月以内に建築、大規模の修繕、大規模の模様替え、設置又は築造

をする建築物等に係る条例別表５の表８の項から４６の４の項まで

（８の２の項、４６の４の項及び４６の５の項を除く。）に掲げる事

務については、これらの項に掲げる手数料を免除する。

３～５ 省略

附 則

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日から施行する。

�愛媛県告示第２３６号
知事が手数料を徴収することを不適当と認める事務（昭和３１年４月愛媛県告示第２３８号）の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日か

ら施行する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第８４条第

１項ただし書及び証明事務等に係る手数料条例（昭和３１年愛媛県条

例第２０号）第５条の知事が手数料を徴収することを不適当と認める

事務は、次の各号に掲げる証明事務とする。

�～� 省略

� 県立産業技術専門校又は県立農業大学校に在校する者に関す

る証明で、現に在校している者に対して行うもの

�～� 省略

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第８４条第

１項ただし書及び証明事務等に係る手数料条例（昭和３１年愛媛県条

例第２０号）第５条の知事が手数料を徴収することを不適当と認める

事務は、次の各号に掲げる証明事務とする。

�～� 省略

� 県立高等技術専門校又は県立農業大学校に在校する者に関す

る証明で、現に在校している者に対して行うもの

�～� 省略

��������������
�愛媛県告示第２３７号
愛媛県職業訓練生災害見舞金支給規程（昭和４０年３月愛媛県告示第２６４号）の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日から施行する。

ただし、この告示の施行の際現に改正前の愛媛県職業訓練生災害見舞金支給規程様式第１号の規定により提出されている書類は、改正後の

愛媛県職業訓練生災害見舞金支給規程様式第１号の規定により提出された書類とみなす。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

告 示

改 正 後 改 正 前

第４条 第２条に規定する申請書及び前条に規定する請求書は、災

害を受けた訓練生が所属し、又は所属した愛媛県立産業技術専門

校長を経由しなければならない。

第４条 第２条に規定する申請書及び前条に規定する請求書は、災

害を受けた訓練生が所属し、又は所属した愛媛県立高等技術専門

校長を経由しなければならない。
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��������������
�愛媛県告示第２３８号
愛媛県個人情報保護条例第２９条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 愛媛県立産業技術専門校長は、第２条に規定する申請書又は前

条に規定する請求書を受理したときは、遅滞なくその内容を審査

し、意見を付して、知事に提出するものとする。

第５条 知事は、見舞金の支給状況を明らかにするため、災害見舞

金支給原簿（様式第９号）を備えて、必要な事項を記載するもの

とする。

様式第１号（第２条関係）

２ 愛媛県立高等技術専門校長は、第２条に規定する申請書又は前

条の規定する請求書を受理したときは、遅滞なくその内容を審査

し、意見を付して、知事に提出するものとする。

第５条 知事は、見舞金の支給状況を明らかにするため、災害見舞

金支給原簿（様式第９号）を備えて、必要な事項を記載するもの

とする。

様式第１号（第２条関係）

省略 省略

省略

愛媛県立 産業技術専門校長（又は委託事業主）氏名 �

注 省略

様式第２号（第２条関係）

省略

省略

愛媛県立 高等技術専門校長（又は委託事業主）氏名 �

注 省略

様式第２号（第２条関係）

省略

省略 省略

省略

愛媛県立 産業技術専門校長 �

省略

様式第９号（第５条関係）

省略

省略

愛媛県立 高等技術専門校長 �

省略

様式第９号（第５条関係）

省略

省略 療養見舞金 傷病見舞金 省略 省略 療養見舞金 省略

療養

期間

金額

（円）
日数

金額

（円）

省略 療養

期間

金額

（円）

省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略
���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������
省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

省略 省略 省略 省略

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をすること

ができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所

口頭による開示請求をすること

ができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所
試験等の名称 開示する内容 試験等の名称 開示する内容

省略 省略
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�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県県立高等技術専門校処務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立高等技術専門校処務規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県県立高等技術専門校処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県県立高等技術専門校処務規程（昭和３３年愛媛県訓令第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県立産業技術専門校処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県立産業技術専門校の処務に関し必要な

事項を定めるものとする。

愛媛県県立高等技術専門校処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県立高等技術専門校の処務に関し必要な

事項を定めるものとする。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛媛県立産業

技術専門校入

校選考

筆記試験の科目

別得点及び総合

得点

合格発表の日

から１月間

愛媛県立産業

技術専門校

愛媛県立高等

技術専門校入

校選考

筆記試験の科目

別得点及び総合

得点

合格発表の日

から１月間

愛媛県立高等

技術専門校

省略 省略

訓 令

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

労

政

雇

用

課

１～１１

省略

労

政

雇

用

課

１～１１

省略

１２ 職業

能力開

発促進

法の施

行その

他職業

訓練に

関する

事務

１ 省略 １２ 職業

能力開

発促進

法の施

行その

他職業

訓練に

関する

事務

１ 省略

２ 公共職業能力開発施設の

行う職業訓練に関するこ

と。

２ 公共職業能力開発施設の

行う職業訓練に関するこ

と。

� 愛媛県立産業技術専門

校以外で行う職業訓練の

委 託（第１５条 の７第３

項）

○ � 愛媛県立高等技術専門

校以外で行う職業訓練の

委 託（第１５条 の７第３

項）

○

�～� 省略 �～� 省略

３～８ 省略 ３～８ 省略

９ 愛媛県立産業技術専門校

の運営

○ ９ 愛媛県立高等技術専門校

の運営

○
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（愛媛県職員被服等貸与規程の一部改正）

第３条 愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局男女共同参画推進班規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局男女共同参画推進班規程（昭和５９年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～１７ 省略

１８ 産業技術専門校長

１９ 省略

１～１７ 省略

１８ 高等技術専門校長

１９ 省略

附 則

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１２１３
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３１年３月２２日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（夜間看護手当）

第２８条 条例第４６条第１項に定める手当の額は、勤務１回につき次

の区分による額とする。

� 深夜における勤務時間が４時間以上のときは、３，５５０円

� 深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満のときは、

３，１００円

� 深夜における勤務時間が２時間未満のときは、２，１５０円

２ 省略

（夜間看護手当）

第２８条 条例第４６条第１項に定める手当の額は、勤務１回につき次

の区分による額とする。

� 深夜における勤務時間が４時間以上のときは、３，３００円

� 深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満のときは、

２，９００円

� 深夜における勤務時間が２時間未満のときは、２，０００円

２ 省略

１３ 省略 １３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数量
着用

期間

貸与

期間
備考 貸与対象者 品目 数量

着用

期間

貸与

期間
備考

１～２５ 省略 １～２５ 省略

２６ 産業技術専門校に勤務す

る職員のうち、職業訓練指

導業務に従事するもの

省略 ２６ 高等技術専門校に勤務す

る職員のうち、職業訓練指

導業務に従事するもの

省略

２７～４７ 省略 ２７～４７ 省略

人事委員会規則

愛 媛 県 報平成３１年３月２２日 第３０６２号外２

１５



附 則

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

平成３１年３月２２日 発行
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